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けてみんなで改善‐意識高めて安全職場」

二険箇1所を見つ|サ 出し、必要な対策を講じ

:全意識を高めて、安心して働ける職場づ
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厚生労働省 、中央労働災害防止協会

建設業労lll災 害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会

港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業 0木材製造業労lfl災害防止協会

※裏面の「平成 27年度全国安全週間実施要綱についてJも ご覧<ださい。



,安全衛生管理体制の確立
.職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等
,自 主的な安全衛生活動の促進
,STOPI転 倒災書プロジェクト2015
,交通労働災害防止対策 など

(1)製造業における労働災書防止対策

.機械 ・設備等の修理、点検、 トラブル処理等の非定常作業に係ろ安全作業マニユアルの整備

.災害事例や視聴覚教材を活用した未熟練労働者に対する安全衛生教育の内容の充実・強化

など

(2)建設業における労働災害防止対策

く一般的事項 >
.元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底
,足場に係る改正労働安全衛生規貝」を踏まえた墜落 .転落防止対策の徹底
,事業所と現場の車両移動時の運転者の疲労軽減への配慮 など

<東日本大震災に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策 >
・輻軽工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実施
,解体用機械等の車両系建設機械との接触防止、高所からの墜落・転落災害防止対策等の徹底
.職長、新規入職者等に対する安全衛生教育の確実な実施及び作業内容に応じた保護具の使用

など

(3)陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の推進

.荷役作業中の荷台等からの墜落 ・転落防止対策の徹底

.荷主との合同による荷役作業現場の安全点検及び改善の実施 など

(4)第二次産業にお|する労働災書防止対策

,安全推進者等、事業場における安全活動の推進役の選任及び安全バトロール等の実施

(5)林業の労働災書防止対策

.車両系木材伐出機械等の検査 ,点検整備及び安全な作業方法の徹底

.間伐作業での安全対策の徹底 など

(6)石油コンピナート等におljる爆発・火災災害防止対策

・化学設備の定期自主検査の計画的な実施、化学設備の改造・修理等の作業の注文者による文

書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施
,特に改造 .修理等の非定常作業におけるリスクアセスメント等の徹底、特殊化学設備に対す

る過去のリスクアセスメント等の確認等

職場の安全、安全週間に関する情報はこちらでも発信しています |
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詳しくは、最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署


